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軽自動車税の納付について

自動車税の納期限は 6月 1日（月）です

軽自動車税の減免制度

問 静岡県沼津財務事務所自動車税課
☎ 055-920-2019

問 市役所税務課
☎ 055-948-2918

　最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行（郵便局）、コンビニエンスストアのほか、
ペイジー（Pay-easy）対応の ATM、クレジットカード、インターネットバンキング、
モバイルバンキングで納付できます。

　身体などに障がいのある人や身体障がい者用の軽自動車が対象です。減免は、障
がい者１人につき 1台に限ります。また、普通自動車の自動車税と重複して減免を
受けることはできません。

・ 納付できるコンビニエンスストアや、クレジットカードでの支払い方法
については納税通知書に同封されているチラシをご覧ください。
・ コンビニエンスストア、クレジットカードでの納付の取り扱い期限は、
6月 1日（月）までとなっておりますので、ご注意ください。

軽自動車税の減免対象車両
・障がい者本人が所有し、かつ、使用する軽自動車
※所有とは、生計を共にする人が所有する場合も含む
※ 使用とは、生計を共にする人、または常時介護する人が使用する場合
も含む

・車両構造が身体障がい者用の軽自動車

期　間／５月１日（金）～ 25日（月）
　　　　※土・日・祝日を除く
ところ／市役所税務課（伊豆長岡庁舎１階）
　　　　※韮山・大仁支所では受付できません。ご注意ください。
その他／ 平成 26 年度に軽自動車税の減免を受けている人で、車両の廃車

や名義変更などを行っていない場合は、４月下旬に現状報告減免
申請書を送付しています。

※持ち物や対象となる障がいについての詳細は、直接問い合わせください。

平成 27年度　軽自動車税減免申請を受け付けます

　二輪車、ミニカーおよび小型特殊自動車の税率引き上げについて、平成
26年 11 月号の広報で掲載しましたが、平成 27年度税制改正により、適用
開始を 1年間延期し、平成 28年度分から税率変更することとなりました。

平成 27年度　軽自動車税率の引き上げ適用期間を 1年間延長

　小野市長が市内全 51区を訪れて市政を報告す
るとともに、市民の皆さんとひざを交えて率直
なご意見を伺う市政懇談会を開催しています。
　誰でも参加できます。お誘い合わせのうえ、
お越しください。

時間帯：各日 19：00～ 20：30
内　容：市長の市政報告、意見交換など
会　場：各地区公民館など

月 日 曜日 対象地区

５月 8日 金 中條

12 日 火 南條

14 日 木 立花台

17 日 日 高原

18 日 月 みどり

29 日 金 金谷

31 日 日 山木

６月 2日 火 土手和田

4日 木 内中

10 日 水 吉田

13 日 土 中島

16 日 火
田原野・長
者原・浮橋

18 日 木 神島

23 日 火 三福

25 日 木 下畑

28 日 日 田京

市政懇談会

（７月以降も随時実施していきます。日程は
決まり次第、広報などでお知らせします。）

※日程は変更する場合もあります。

問 市役所地域づくり推進課
☎ 055-948-1412

ー伊豆の国市議会議員、新体制決まるー
　４月 10 日、市議会臨時会が開催され、議長に後藤眞一氏、
副議長に鈴木平一郎氏が選出されました。
　また、２常任委員会と議会運営委員会の構成も決まりました
ので、お知らせします。（敬称略）

総務観光建設委員会

福祉文教経済委員会

議会運営委員会

後藤眞一 鈴木平一郎

（市長戦略部、総務部、地域安全部、都市整備部、会計課、議会事務局の所管に属すること）

（市民福祉部、教育委員会、経済環境部の所管に属すること）

（議会の運営に関することなど）

新議長に後藤眞一氏、副議長に鈴木平一郎氏

問 市役所議会事務局
☎ 055-948-1417

◎天野佐代里　〇渡邊俊一　水口哲雄　三好陽子　鈴木照久　佐野之一

◎鈴木照久 〇柴田三敏 後藤眞一 水口哲雄 山下孝志 田中正男 佐野之一 内田隆久梅原秀宣

◎三好陽子 〇小澤五月江 鈴木平一郎 古屋鋭治 柴田三智子 渡邊俊一 天野佐代里 杉尾利治
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◎は委員長  ○は副委員長


